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大日本コンサルタント株式会社  
代表取締役社長執行役員 新井 伸博 

 
 

株式譲渡制限規定設定の定款変更につき通知公告 

 
当社は、定款を変更して、譲渡による株式の取得につき取締役会の承認を要

する旨の定めを設けることにいたしましたので、公告いたします。 
 

以上 


